
◎社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う

ための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する

法律 
（平成二八年一一月二八日法律第八五号）   

一、提案理由（平成二八年一〇月二六日・衆議院財務金融委員会） 

○麻生国務大臣 ただいま議題となりました社会保障の安定財源の確保等を図る税制の

抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律

案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明させていただきます。 

 世界経済の不透明感が増す中、新たな危機に陥ることを回避するため、あらゆる政策

を講ずることが必要となってきております。 

 これを踏まえ、政府は、国税に関し、消費税率の引き上げの実施時期の変更及びこれ

に関する税制上の措置につきまして所要の改正を行うこととし、本法律案を提出させて

いただいた次第であります。 

 以下、この法律案の内容につきまして御説明をさせていただきます。 

 第一に、消費税率引き上げ実施時期を平成三十一年十月一日に変更するとともに、消

費税の軽減税率制度及び適格請求書等保存方式等の導入時期を二年半延期することとい

たしております。 

 第二に、住宅ローン減税制度等の適用期限を二年半延期するとともに、住宅取得等資

金に係る贈与税の非課税措置の適用期間を変更する等の改正を行うことといたしており

ます。 

 第三に、地方法人税引き上げの実施時期を二年半延期することといたしております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようよろしくお願いを申し上げま

す。 

二、衆議院財務金融委員長報告（平成二八年一一月八日） 

○御法川信英君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会にお 

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

本案は、世界経済の不透明感が増す中、新たな危機に陥ることを回避するため、あら 

ゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、国税に関し、消費税率引き上 

げの実施時期の変更及びこれに関連する税制上の措置について所要の改正を行うもので 

あります。 

本案は、去る十月十八日当委員会に付託され、二十六日、麻生財務大臣から提案理由 

の説明を聴取した後、質疑に入り、二十八日質疑を行い、十一月一日質疑を終局いたし 

ました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案 

のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 



三、参議院財政金融委員長報告（平成二八年一一月一八日） 

○藤川政人君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の

経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、世界経済の不透明感が増す中、新たな危機に陥ることを回避するため、

あらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、消費税率の一〇％への引

上げ時期を平成三十一年十月一日に変更するとともに関連する税制上の措置等について

所要の見直しを行おうとするものであります。 

 委員会におきましては、消費税率引上げを再延期する理由、再延期後の社会保障の充

実・安定化と財政健全化の達成の見通し、軽減税率制度等の円滑な実施に向け中小事業

者の事務負担に配慮する必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に

よって御承知願います。 

 質疑を終了し、討論に入りましたところ、民進党・新緑風会を代表して白眞勲理事、

日本共産党を代表して大門実紀史委員、日本維新の会を代表して藤巻健史委員より、そ

れぞれ反対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終了し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


